
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。創立１５０年目の熊野田

小学校に元気いっぱいの１年生を迎えることができました。教職員一同、お子様のご入学を心待

ちにしておりました。 

私たち教職員は、 お子様一人ひとりの健やかな成長を願い、充実した学校生活が送れますよ

うに、全力で教育に当たる所存でございます。保護者の皆様と連携をとりながら進めていきたい

と考えておりますので、ご心配なこと、お気づきのことがございましたらご連絡ください。これから本

校の教育活動にご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

学校教育目標 

〈めざす学校像〉  『明るく 楽しい学校』 

 確かな学力や健康な身体とたくましく豊かな心を身につけ、主体的に行動ができる子どもの育成に努
めます。教職員の創意工夫と子どもたちの人権を守ることを基盤におき、子どもたちが生き生きと活気を

もって本当に明るく楽しい日々が営まれる学校づくりに努めます。 

〈求める子ども像〉  『わたしが好き、友だちが好き、力いっぱい自分で』 

 日々の学習や体験を積み重ね、自分に自信を持ち、一人ひとりが互いの個性を尊重しあい、日々の生
活を切り拓く子どもの育成に努めます。 

（１）わたしが好き  ・・・自尊感情をもち、自分に自信のもてる子ども 

（２）友だちが好き  ・・・思いやりのある、友だちのよさのわかる子ども 

（３）力いっぱい自分で・・・主体的に考え自ら判断し、考えを述べ、行動できる子ども        

－ たくましく、最後まで、やりぬく子ども ―   （笑顔であいさつのできる子） 

おねがい   
1. 児童の登校時刻：通常は、午前 8:00～8:20の間に登校できるように家を出発させてください。 

2. 欠席などの連絡：本市では、保護者と学校との連絡等に使用する連絡システム「CoDMON（コドモン）」を導入して

います。欠席や遅刻、早退等をする場合は、「CoDMON（コドモン）」でご連絡ください。 

やむをえない場合は電話でも結構ですが、午前 8:30以降にご連絡をいただきますようお願いたします。 

3. 留守番電話対応：平日午後 5:00～午前 8:３0 までは留守番電話対応とさせていただきます。午後 5:00以降の学

校からの連絡は、公用携帯電話を使用します。下記①～④の公用携帯電話番号のご登録をお願いいたします。 

① 090-3822-8353  ② 090-3822-8729  ③ 090-3822-8775  ④ 070-2448-6413 

4. 遅れて登校もしくは早退する場合：児童の安全を確保するため、必ず保護者が送迎してください。児童のみで登校し

たり、早退したりすることはできません。 

5. 児童名記載の名簿類の配布について：本校では個人情報保護の観点から、児童氏名が記載された名簿類の配布

を控えさせていただいております。保護者の皆様には，ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解ご協力をいただきますよ

うお願いいたします。 

 

裏面も必ずご覧ください！ 

豊中市立熊野田小学校  

令和６年（202４年）4 月５日 

学校便り   No.1 児童数配布 

保護者負担費の一部無償化について 

 

 このご案内は、豊中市教育委員会事務局から「CoDMON（コドモン）」にて、すでにご連絡し

ている内容ですので、新 1年生の保護者の皆様へは、重ねてのご連絡となりますが、内容

に変更はございません。 

    

 これまで保護者負担としておりました学校教育活動に係る費用について、この度、 

令和６年度（2024年度）よりその一部を公費負担し、無償化することになりました。 

無償化の対象は、下記のとおりですので、ご確認の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

○無償化の対象となるもの 

・学習実費（教材費、実習費、学校行事に係る費用） 

・修学旅行費、林間臨海学舎費、キャンプ費 

・生徒活動費（中学校・義務教育学校後期課程のみ） 

・日本スポーツ振興センター負担金 

 

【以下の内容は、無償化の対象外】  

・学校給食費 

・標準服、通学かばん、体操服、体育館用シューズ、水泳用具など 

・鍵盤ハーモニカ、リコーダー、習字セット、家庭科裁縫セット、絵具セット・ポスターカラー

セットなど 

・給食用エプロン・マスク、ナフキン・箸など 

・文房具、お道具箱セット 

・卒業アルバム費、同窓会費、ＰＴＡ会費 

※対象となるものの内容の詳細については、各学校により決定します。対象外となる物品

等についても、学校において指導の統一の観点から必要と認められるものについては

対象とする場合があります。 

 

※本制度については、豊中市ホームページをご覧ください。 

（https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kosodate/kosodate_no1/kyouiku_highlevel/hukukyouzai_

mushouka.html） 

セキュリティー面での安全を考慮して、連絡先を割愛しております。 


